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令和３年１０月 

この１０月から、内閣府所管助成事業として、新たに「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」が始まり

ました。企業における子ども・子育て支援環境の整備を促進し、仕事と子育てとの両立を図ることを目的として

おり、次世代育成支援にも資することから、今回はこの事業をご紹介いたします。。 

 

 中小企業子ども・子育て支援環境整備事業 

この事業は、社会全体で少子化対策に取り組むべく、新子育て安心プランに基づき、令和８年度までの間、労

働者に係る育児休業等の取得を促進するなど、子ども・子育て支援に積極的に取り組んでいる事業主を支援する

ものです。企業における子ども・子育て支援環境の整備を促進することにより、保育の受け皿確保と併せ、待機

児童問題の解消を図り、仕事と子育てとの両立を図ることを目的としています。 

 

 

＜事業の内容＞ 

１.中小企業子ども・子育て支援環境整備事業 

  



 

この事業は、助成要件を満たしている中小企業事業主が、上記①～④の取組を実施する場合に、その実施に要

する経費を対象に助成金を支給するものです（金額など詳細は未定）。 

上記①については、育児休業等の制度に関する周知（パンフレット等の作成）や制度の普及・啓発のための研

修・セミナーの実施、育児休業取得者の職場復帰時の支援など、②については、短時間勤務制度やフレックスタ

イム制度等の制度の導入・周知、労働者が利用した子育てサービスの費用の助成など、③については、労働者の

業務負担の軽減、「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」等の制度の導入・周知（パンフレット等の作成）や、

所定外労働の削減に向けた措置、在宅勤務やテレワーク（ＩＣＴを活用した場所にとらわれない働き方）等の制

度の導入やそれを維持するための機械および器具等の購入やランニングコストの支払いなど、④については、年

次有給休暇の取得促進のための取組、コンサルタントを活用した職場環境の改善のための取組、女性労働者の就

業継続やキャリア形成の支援のための取組など、それぞれ幅広い取組が想定されています。 

２.中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業 

この事業は、従業員に対して育児休業等の取得を促進するなど、子ども・子育て支援を積極的に行う事業主に

対して、くるみん認定・プラチナくるみん認定と連携して助成金を支給するものです。 

 

 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「認定・認証の取得」などについて、ご要望をいただければ、次世

代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。お気軽にご連絡くだ

さい。                             神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 


